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 第 12 章 地球環境の保全 

第１節 みんなでつくる清ら島-おきなわアジェンダ 21-の推進【環境再生課】 

１ 計画策定の背景 

地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題が、21世紀の人類に課せられた極

めて重要な課題の一つとなっているなか、1992年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで「環境

と開発に関する国連環境会議（地球サミット）」が開催され、将来に向けて地球の環境保全に

関する具体的な行動計画として「アジェンダ21」が合意されました。 

それを受けて国においては、1993年に「アジェンダ21行動計画」を策定しており、本県にお

いても、地球環境問題に対し、県民・事業者・行政等がともに協力しつつ、それぞれの役割と

責任において主体的に足元から取組を進めていくための具体的な行動計画として、「みんなで

つくる清ら島 －おきなわアジェンダ21－」を平成13年５月に策定しました。（平成23年６月に

第２期計画を策定） 

 

２ 計画の目標 

地球環境保全のため、地球温暖化防止と生物多様性の維持促進の２つの重点目標を掲げ、こ

れを足元から牽引するために環境教育を推進することとしています。 

また、地球環境保全に関する９つのテーマについて、活動の方針や主体（県民・市民団体、

事業者、行政等）ごとに取り組むべき行動を定めています。 

 

３ 推進体制 

本行動計画を全県的に推進するための母体として、事業者団体、市民団体、学識経験者、行

政等のあらゆる主体の参加・協力のもとに、平成14年８月に「おきなわアジェンダ21県民会議」

を設立しました。同会議では、県民、事業者、行政のパートナーシップに基づき、地球温暖化

問題をはじめとする地球環境問題に対し、足元から取組を促進するため、県民環境フェアの開

催や環境ボランティア活動等の支援並びに地球温暖化防止に向けた講演会、環境月間(６月)・

地球温暖化防止月間(12月)等における啓発活動に取り組んでいます。 

 

４ 県民環境フェアの開催 

県民一人一人が、自らのライフスタイルを見直し、環境保全に向けて主体的に取り組む契機

とするため、子どもから大人まで、県民が楽しく参加・体験できるイベントとして、平成14年

度から県民環境フェアを開催しています。令和元年度は11月16日（土）に石垣市総合体育館で

「エコライフ2019 ISHIGAKI OKINAWA」と題して開催し、約3,800名の来場があり、ステージイ

ベントや環境展示ブースを楽しみました。一方、令和２年度においては、新型コロナウイルス

感染拡大防止に配慮し、県民環境フェアを中止しました。 
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表 12-1-1 環境フェアの開催状況 

年 度 開 催 日 開催地 施 設 名 主催者 共催市町村 来客数(人) 

H14年度 H14/7/12～13 宜野湾市 沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 沖縄県 － 37,000 

H15年度 H15/9/12～13 那覇市 県立武道館 沖縄県 － 中止(台風) 

H16年度 H16/10/2～3 那覇市 県立武道館 県民会議 － 2,500 

H17年度 H17/11/26～27 沖縄市 沖縄こどもの国 県民会議 － 12,000 

H18年度 H18/11/25～26 沖縄市 沖縄こどもの国 県民会議 － 9,000 

H19年度 H20/1/27 うるま市 市本庁舎市民広場 県民会議 うるま市 2,900 

H20年度 H20/11/30 南風原町 ｼﾞｬｽｺ南風原店 県民会議 南風原町 6,500 

H21年度 H21/11/29 糸満市 道の駅いとまん 県民会議 糸満市 6,800 

H22年度 H22/10/31 豊見城市 道の駅豊崎 県民会議 豊見城市 4,200 

H23年度 H23/11/20 南城市 玉城総合体育館 県民会議 南城市 2,400 

H24年度 H24/11/4 名護市 名護市民会館前広場 県民会議 名護市 1,200 

H25年度 H25/11/24 沖縄市 ﾌﾟﾗｻﾞﾊｳｽ 県民会議 沖縄市 3,600 

H26年度 H27/1/18 宮古島市 宮古島市中央公民館 県民会議 宮古島市 1,500 

H27年度 H27/11/22 北中城村 ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ 県民会議 北中城村 4,000 

H28年度 H28/11/27 浦添市 浦添市民体育館 県民会議 浦添市 1,000 

H29年度 H29/10/8 名護市 名護市民会館前広場 県民会議 名護市 2,100 

H30年度 H30/10/6 那覇市 県立武道館ｱﾘｰﾅ棟 沖縄県 那覇市 中止(台風) 

R1 年度 R1/11/16 石垣市 石垣市総合体育館 沖縄県 石垣市 3,800 

R2 年度 中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

 

第２節 普及啓発活動の推進【環境再生課】 

１ 本県の現状と課題 

本県における2018年度（平成30年度実績）の温室効果ガス排出量は、約1238.3万t-CO2 とな

っており、2000年度（平成12年度）と比較すると約36.2万t-CO2 、2.8%下回っており、2013年度

（平成25年度）と比較すると約21.0万t-CO2 、1.7％下回っています。 

温室効果ガス排出量の傾向を、部門別の二酸化炭素排出量の推移で見ると、2000年度と比較

して2018年度は、運輸部門や民生家庭部門、民生業務部門が増加しており、公共交通機関の利

用促進や自動車の燃費向上、省エネルギーの推進が課題となっています。 

 

２ 本県の地球温暖化対策 

⑴ 沖縄県地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定 

県では、平成22年度に温室効果ガスの排出の抑制等を総合的かつ計画的に進めるため、「沖

縄県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（以下「第１次実行計画」という。）を策定
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し、温室効果ガスの排出量を「2020年度（令和２年度）までに2000年度（平成12年度）のレ

ベルまで削減する」という目標を定めました。最新データである2018年度（平成30年度）の

排出量は、2000年度（平成12年度）を2.8%下回り、目標の達成が見込まれています。 

国においては令和２年度に2050年（令和32年）までに脱炭素社会を目指すことを表明する

など、気候変動をめぐる国内外の動きは激変の時を迎えています。 

このような中、県では、気候変動をめぐる現状と危機感を共有し、必要な行動を促すこと

を目的として令和３年３月に沖縄県気候非常事態宣言を行うとともに、気候変動への取組を

具体化し、緩和策と適応策を総合的かつ計画的に推進していくため、第２次沖縄県地球温暖

化対策実行計画（沖縄県気候変動適応計画）を策定しました。 

本計画では、2050年度（令和32年度）に向けて脱炭素社会の実現を目指し、2030年度（令

和12年度）において、温室効果ガス排出量を2013年度（平成25年度）比で26%削減することを

中期目標としています。 

また、本計画に掲げる施策を着実に推進するため、平成23年度から設置している「沖縄県

地球温暖化対策実行計画協議会」を中心にＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を徹底するとと

もに、県民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じて連携しながら地球温暖化の防止に向け

た取組を推進することとしています。 

 

沖縄県の温室効果ガス削減目標 

 【中期目標】 

2030 年度において、2013 年度比 26％削減（2005 年度比 33％削減） 

 【長期目標】 

2050 年度に向けて、温室効果ガス排出量実質ゼロ（脱炭素社会の実現） を目指す 

 

 

図12-2-1 沖縄県における温室効果ガスの推移 
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図12-2-2 沖縄県の部門別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

⑵ 普及啓発体制の整備 

ア おきなわアジェンダ21県民会議（平成14年8月設置: 令和２年度末現在、146団体加盟) 

県民環境フェアの開催や環境ボランティア活動等の支援並びに地球温暖化防止に向けた

講演会等、各種啓発活動に取り組んでいます。 

イ 沖縄県地球温暖化防止活動推進センターの設置・指定（平成15年11月） 

地球温暖化防止活動推進センターは、地球温

暖化対策推進法第38条に基づき、各都道府県に

１か所、知事により指定される機関で、本県で

は、平成15年11月に(一財)沖縄県公衆衛生協会

を「沖縄県地球温暖化防止活動推進センター」

として指定しました。 

同センターでは、環境月間や地球温暖化防止

月間における普及啓発活動、地球温暖化防止活動推進員養成研修の実施などを連携して行

っています。 

ウ 沖縄県地球温暖化防止活動推進員の委嘱 

平成17年２月16日の京都議定書発効日に、地域における温暖化防止活動の核として、温

暖化の現状やその対策に関する正しい知識の普及

や、身近な省エネ対策のアドバイスなどを行う「沖

縄県地球温暖化防止活動推進員(任期：３年)」を

35人委嘱しました。令和２年度末現在は73名の推

進員が普及啓発活動を行っています。 
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⑶ 地球温暖化防止月間 

地球温暖化問題に対する県民の意識向上を図ることを目的として、毎年12月の地球温暖化

防止月間に各種普及啓発活動を実施しています。令和２年度は、県庁舎および県立図書館に

おいて地球温暖化防止パネル展を実施しました。 

また、環境月間、県民環境フェア等においてもパネル展等を実施しています。 

⑷ エコドライブの普及促進 

本県の二酸化炭素排出量は運輸部門が最も多く、中でも交通体系の特性を反映し、自動車

からの排出量が運輸部門の５割以上を占めることから、自動車利用に伴う二酸化炭素排出削

減の取組が重要となっています。 

県では、効率的な運転方法を習得することで燃費が２割程度改善する「エコドライブ」を

普及することを目的に、「沖縄県地球温暖化防止活動推進センター」と協力して「エコドラ

イブ」の推進に取り組んでいきます。 

⑸ 気候変動適応策の推進 

近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加や、農作物の品質低下、動植物の分布域の変化、熱

中症リスクの増加など、気候変動及びその影響が全国各地で現れています。このような個々の

気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容易ではありませんが、今後、地球温暖化

の進行に伴いこのような猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されています。 

気候変動に対処し、国民の生命・財産を将来にわたって守り、経済・社会の持続可能な発

展を図るためには、緩和策（温室効果ガスの排出削減対策）の推進と併せて、現在または将来

予測される被害の防止・軽減を図る適応策に、多様な関係者の連携・協働の下、一丸となって

取り組むことが重要です。以上の背景を踏まえ、平成30年12月に、国、地方公共団体、事業者、

国民が担うべき役割を明確化し、適応策を推進することを目的として、気候変動適応法が施行

されました。 

島しょ県である本県においても、気温上昇等に伴う様々な影響や被害が想定されることか

ら、地域の特徴に応じた適応策の推進を図るため、令和２年度に「第２次沖縄県地球温暖化

対策実行計画（沖縄県気候変動適応計画）」を策定しました。 

本計画では、「気候変動に適応できる社会」の実現に向けて、４つの推進方針を定め、本

県の実情に応じた適応策の推進に取り組んでいきます。 

 

第３節 ＥＳＣＯ事業の推進【環境再生課】 

１ ＥＳＣＯ事業の概要 

ＥＳＣＯ(Energy Service Company)事業とは、庁舎等の機器(照明、空調等)を省エネ機器の

入れ替えにより光熱水費を削減し、その削減分で設備投資等の全ての経費を賄う事業です。 

顧客（建物所有者）とＥＳＣＯ事業者（大手電機メーカーや商社など）が契約を交わし、Ｅ

ＳＣＯ事業者が省エネルギー診断、設計・施工、運転・維持管理、資金調達などにかかる全て

のサービスを提供し、顧客に対して一定期間の一定程度の省エネルギーを保証するものです。 
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設備投資費やサービス料も全て光熱水費削減分でまかなうため、事業の採算性が重視され、

顧客は新たな支出をせずに最新の省エネ機器を導入することができます。さらに、契約期間終

了後の光熱水費削減分は全て顧客の利益になります。 

省エネルギーを確実に実現できるため、地球温暖化防止対策に有効です。 

 

２ ＥＳＣＯ事業の推進 

沖縄県では、平成17年度に、「沖縄県ＥＳＣＯ事業導入調査（県有施設）」により、県有施

設へのＥＳＣＯ事業導入効果等を調査しました。その結果、一定の施設については、ＥＳＣＯ

事業を導入することにより、大幅な省エネルギー及び光熱水費節減が可能であるとの結論を得

ました。 

この調査結果を踏まえ、「沖縄県行財政改革プラン」及び「平成18年度重点施策」の内容に

「県有施設へのＥＳＣＯ事業の導入」を新たに盛り込み、沖縄県庁舎行政棟、県立北部病院及

び県立看護大学にＥＳＣＯ事業を導入し、平成20年度から省エネルギーサービスを開始しまし

た。また、県庁議会棟にも同事業を導入し、平成22年度からサービスを開始しています。 

沖縄県庁舎行政棟は平成29年度に、県立北部病院は平成26年度に契約期間を終了しましたが、

同事業で導入した設備により現在も庁舎等の光熱水費の削減に寄与しています。 

 

第４節 オゾン層保護対策の推進【環境保全課、環境整備課】 

１ オゾン層保護対策の経緯【環境保全課】 

地球をとりまくオゾン層は、太陽光に含まれる紫外線のうち有害なもの（ＵＶ－Ｂ）の大部

分を吸収し、私たち生物を守っています。しかし、近年このオゾン層がフロン等によって破壊

されており、その結果として地上に到達する有害紫外線の量が増加し、人の健康や生態系への

影響が懸念されています。 

オゾン層の保護対策として、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」（1985年）に基づき、

フロン規制のための国際枠組みとして「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定

書」(1987年）が採択され、国際的にオゾン層破壊物質の規制が始まっています。 

我が国では、1988年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保

護法）」が制定され、オゾン層破壊物質（特定フロン等）の生産・輸出入の規制をしています。 

また、モントリオール議定書に定められている以上の取組として、「フロン類の使用の合理

化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」、「特定家庭用機器再商品化法（家

電リサイクル法）」、「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」に

よって、冷蔵庫やエアコンに充填されているフロン類を回収・破壊しています。 

 

２ フロン類の回収状況【環境保全課、環境整備課】 

フロン類は、業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）については「フロン排出抑制法」、カ

ーエアコンについては「自動車リサイクル法」（平成17年１月１日以前はフロン排出・抑制法
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に基づき回収）、家庭用エアコン・冷蔵庫については「家電リサイクル法」に基づき回収され

ています。第一種特定製品からフロン類の回収等を行う事業者は、県知事の登録が必要となり

ます。 

令和２年度の本県におけるフロン類の回収状況は次のとおりとなっています。 

 

表12-4-1 第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）に係るフロン類の回収状況(令和２年度) 

ＣＦＣ
（R-12ほか）

ＨＣＦＣ
（R-22ほか）

ＨＦＣ
（R-134aほか）

合計

特定製品台数（台） 443 3,417 18,521 22,381

回収量（kg） 380.7 17,861.4 28,734.9 46,977.0

令和２年度当初保管量（kg） 30.3 581.2 1,118.0 1,729.5

破壊業者に引き渡した量（kg） 206.5 12,531.0 26,132.5 38,870.0

再利用量（kg） 176.2 4,147.0 2,342.4 6,665.6

令和２度末の保管量（kg） 28.3 1,764.5 1,378.0 3,170.8

 
 

表12-4-2 第二種特定製品（カーエアコン）に係るフロン類の回収状況（令和２年度） 

ＣＦＣ
（R-12ほか）

ＨＦＣ
（R-134aほか）

合計

特定製品台数（台） 0 0 0

回収量（kg） 0.0 0.0 0.0

令和２年度当初保管量（kg） 0.0 0.0 0.0

破壊業者に引き渡した量（kg） 0.0 0.0 0.0

再利用量（kg） 0.0 0.0 0.0

令和２年度末の保管量（kg） 0.0 0.0 0.0  
※フロン排出・抑制法に基づき令和２年度に回収された量（平成16年12月31日までに業者に引き渡された使

用済み自動車が対象。平成17年１月１日から、カーエアコンからのフロン回収は、自動車リサイクル法に

よるシステムへ移行された。） 

 

表12-4-3 自動車リサイクル法に基づくフロン類の回収状況（令和２年度） 

56,620

ＣＦＣ（R-12ほか） ＨＦＣ（R-134aほか） 合計

①回収量(kg) 0.0 8,815.0 8,815.0

②R2年度当初保管量(kg) 93.0 2,101.4 2,194.4

③再生利用量(kg) 5.0 113.1 118.1

④引渡量(kg) 5.8 8,361.3 8,367.1

⑤R2年度末保管量(kg) 65.5 2,442.0 2,507.5

フロン類回収業者へ引き渡された使用済自動車台数（台）
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表12-4-4 家電リサイクル法に基づくフロン類の回収状況（令和２年度） 

　 ＨＣＦＣ ＨＦＣ 合計

フロン回収量(kg) 3,468.0 17,180.0 20,648.0

破壊業者に引き渡した量(kg) 3,468.0 17,180.0 20,648.0  
 

第５節 新エネルギーの導入推進【産業政策課】 

１ 沖縄県の主な取組 

⑴ 沖縄－ハワイクリーンエネルギー協力 

2010年６月17日に、経済産業省、米国エネルギー省、沖縄県、ハワイ州の４者で沖縄-

ハワイ間のクリーンエネルギー協力の覚書を締結し、2015年７月10日に覚書を更新しまし

た。現行の協力覚書は2020年６月で終期を迎えるため、令和２年度に締結式を行う予定で

したが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和３年５月にオンライン開催す

る方向でハワイ州と調整しています。 

県では、本協力を推進するため、「沖縄ハワイクリーンエネルギー協力推進事業」を実

施し、ワークショップや有識者会議の開催等を通じて、クリーンエネルギーに関する技術

交流、意見交換をハワイ州と行っています。 

 

⑵ スマートエネルギーアイランド基盤構築事業 

沖縄21世紀ビジョン基本計画で掲げている「低炭素島しょ社会の実現」及び「地域特性

に応じた生活基盤の充実・強化」の推進を図るため、「スマートエネルギーアイランド基

盤構築事業」を実施しています。本事業では、再生可能エネルギーの導入に伴う系統安定

化対策技術等の実証実験を行い、島しょ型スマートグリッドモデル地域の形成を目指しま

す。 

 

２ 市町村、民間等での取組 

那覇市、宜野湾市、石垣市、名護市、沖縄市及び与那原町においては、住宅用太陽熱利用

システムや太陽光発電システムを導入する住民に対し、設置費用を助成しています（令和２

年６月時点）。 

 


